
令
和
2
年
那
覇
市
新
年
祝
賀
名
刺
交
換
会

取
引
や
証
明
に
使
用
し
て
い
る「
は
か
り
」

は
定
期
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

特
定
健
診
・
健
康
診
査
の
お
知
ら
せ

令
和
２
年
の
新
春
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
新
年
祝

賀
名
刺
交
換
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

日
令
和
２
年
１
月
６
日（
月
）15
時
～
17
時　

場
ロ
ワ
ジ
ー
ル
ホ
テ
ル
那
覇　
費
3
千
円（
１
人
）

申
11
月
５
日（
火
）開
始
※
11
月
29
日（
金
）ま
で
に

お
申
込
み
の
人
は
、
参
加
者
名
簿
へ
掲
載
し
ま
す
。

参
加
者
名
簿
へ
の
広
告
掲
載
（
白
黒
）
を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

広
告
掲
載
費
▼
Ｂ
５
版
１
頁
３
万
円
・
1
/
2
頁

１
万
５
千
円
・
1
/
3
頁
１
万
円

申
11
月
５
日（
火
）～
11
月
29
日（
金
）

問
那
覇
市
新
年
祝
賀
名
刺
交
換
会
実
行
委
員
会

事
務
局
（
総
務
課
内
）
☎
８
６
２
・
９
９
１
１

ス
ー
パ
ー
・
商
店
で
の
量
り
売
り
、
病
院
、
学
校

な
ど
の
健
康
診
断
な
ど
で
使
用
す
る
「
は
か
り
」

は
、
２
年
に
１
回
の
検
査
が
義
務
と
な
っ
て
い
ま

す
。
定
期
検
査
日
・
場
所
は
次
の
通
り
で
す
。

問
市
民
生
活
安
全
課
☎
８
６
２
・
９
９
５
５

対
▼
20
～
74
歳
の
国
保
加
入
者

市
役
所
内
・
市
内
の
施
設
で
健
診
を
行
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
受
診
く
だ
さ
い
。

問
特
定
健
診
課
☎
８
６
２
・
０
５
６
４

本
庁
舎
で
献
血
実
施

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

救
急
受
診
ア
プ
リ「
Ｑ
助（
き
ゅ
ー
す
け
）」

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス

好
評
で
す
。

識
名
霊
園
那
覇
市
民
共
同
墓
は
随
時

申
込
受
付
中

雨
水・井
戸
水
を
有
効
利
用
す
る
た
め
の

施
設
補
助

那
覇
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
ご
案
内

高
速
道
路
を
安
全・快
適
に
利
用
す
る

た
め
に
！

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

第
13
回
那
覇
市
議
会
報
告
会
開
催

那
覇
市
役
所
本
庁
舎
で
、
献
血
を
実
施
し
ま
す
。

ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

日
11
月
21
日（
木
）、
22
日（
金
）9
時
～
17
時

場
本
庁
舎
１
階
（
市
民
会
議
室
）

問
保
健
所
保
健
総
務
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
４

10
月
よ
り
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
が

始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
対
象
者
に
は
９
月
末
に

「
令
和
元
年
度　
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
の
お
知
ら
せ
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
接

種
を
希
望
す
る
人
は
必
ず
「
お
知
ら
せ
」
を
実
施

医
療
機
関
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

期
令
和
２
年
１
月
31
日（
金
）ま
で

対
①
65
歳
以
上
の
人
②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、

内
部
疾
患
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
の
人
お

よ
び
同
程
度
の
診
断
を
受
け
て
い
る
人

費
千
円
（
生
活
保
護
受
給
者
は
無
料
）

問
保
健
所
健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

総
務
省
消
防
庁
で
は
、
傷
病
者
の
症
状
の
緊
急
度

を
素
早
く
判
定
し
、
利
用
で
き
る
医
療
機
関
や
受

診
方
法
を
案
内
す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を

配
信
し
て
い
ま
す
。

救
急
車
を
呼
ぶ
目
安
と
し
て
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
消
防
局
救
急
課
☎
８
６
７
・
１
１
９
９

専
用
端
末
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し
、
暗
証

番
号
を
入
力
す
る
だ
け
で
市
県
民
税
（
普
通
徴

収
）
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替

の
登
録
が
で
き
ま
す
。
市
役
所
に
お
立
ち
寄
り
の

際
に
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
物
】キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド（
本
人
名
義
）、

身
分
証
、
振
替
希
望
税
の
通
知
書
番
号
が
分
か
る

も
の

※
納
税
義
務
者
本
人
に
よ
る
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

【
対
応
金
融
機
関
】琉
球
銀
行
、
沖
縄
銀
行
、
沖

縄
海
邦
銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
コ
ザ
信
用
金
庫
、

沖
縄
労
働
金
庫

問
納
税
課
☎
８
６
１
・
６
９
０
２

【
使
用
資
格
】
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人
（
外
国
人
住
民
は
永

住
者
ま
た
は
特
別
永
住
者
）
、
②
祭
祀
を
主
宰
す

る
人
、
③
焼
骨
（
分
骨
は
除
く
）
を
所
持
し
て
い

る
人
、
④
使
用
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
１
年
以
内

に
焼
骨
を
埋
蔵
で
き
る
人　
※
③
④
に
つ
い
て
は
、

生
前
予
約
を
除
く

申
環
境
保
全
課
（
本
庁
舎
７
階
）

平
日
8
時
30
分
～
17
時
15
分（
12
時
～
13
時
は
除
く
）

※
識
名
霊
園
内
の
南
納
骨
堂
は
老
朽
化
の
た
め
、

令
和
3
年
５
月
に
閉
鎖
し
ま
す
。
現
在
使
用
し
て

い
る
人
は
、
早
め
に
那
覇
市
民
共
同
墓
ま
た
は
お

寺
な
ど
へ
の
改
葬
（
焼
骨
の
移
動
）
を
お
願
い
し

ま
す
。
問
環
境
保
全
課
☎
９
５
１
・
３
２
２
９

水
資
源
の
有
効
利
用
を
目
的
に
、
市
内
の
住
宅
や

事
業
所
な
ど
に
お
い
て
、
雨
水
タ
ン
ク
の
設
置
や

井
戸
水
利
用
の
た
め
に
ポ
ン
プ
を
設
置（
修
繕
含

む
）す
る
際
に
、
費
用
の
２
分
の
１
を
補
助
し
ま

す（
上
限
は
４
万
円
）。
設
置
す
る
前
に
必
ず
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
雨
水
貯
留
・
浸
透
施
設
、
井
戸
水
利
用
施
設

問
環
境
保
全
課
☎
９
５
１
・
３
２
２
９

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
購
入
・
利
用
が
、
10
月

よ
り
開
始
し
て
い
ま
す
。
商
品
券
は
、
サ
ン
エ
ー
、

イ
オ
ン
、
か
ね
ひ
で
な
ど
の
ス
ー
パ
ー
や
、
ド
ラ

ッ
グ
ス
ト
ア
な
ど
、
市
内
約
8
０
０
店
舗
で
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。
利
用
で
き
る
店
舗
に
は
、
の

ぼ
り
や
ス
テ
ッ
カ
ー
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
表
示
が

あ
り
ま
す
の
で
、
確
認
の
上
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

商
品
券
事
務
局
専
用
Ｈ
Ｐ

問
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

お
問
合
せ
窓
口

☎
９
９
３
・
１
０
５
５　
　

高
速
道
路
を
利
用
す
る
際
は
、
落
下
物
を
防
ぐ
た

め
に
積
荷
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
あ
お
り
運
転
な

ど
の
危
険
運
転
の
被
害
に
あ
っ
た
場
合
は
、
安
全

な
場
所
に
停
車
し
１
１
０
番
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

問
沖
縄
県
警
交
通
機
動
隊
☎
８
７
８
・
０
０
０
２

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
受
給
に
は
請
求
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。
請
求
書
が
届
い
た
人
は
、

１２
月
末
ま
で
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
給
付
金

は
令
和
元
年
１２
月
末
ま
で
に
請
求
し
た
場
合
に
限

り
、
１０
月
分
ま
で
遡
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
令
和

２
年
１
月
以
降
に
請
求
し
た
場
合
、
請
求
し
た
月

の
翌
月
分
以
降
か
ら
支
給
と
な
り
ま
す
。

問
給
付
金
専
用
☎
０
５
７
０
・
０
５
・
４
０
９
２

　
那
覇
年
金
事
務
所
☎
８
５
５
・
１
１
１
１

議
会
の
活
動
を
市
民
の
み
な
さ
ま
に
報
告
し
、
引

き
続
き
市
民
の
み
な
さ
ま
と
の
意
見
交
換
を
行
い

ま
す
。
参
加
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
直
接
各
会

場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局
☎
８
６
２
・
８
１
９
４

区分 使用期間 使用料金 募集数
直接合葬 永年 30,000円/壺

16,254壺
生前予約 永年 30,000円

1体用
12年 82,000円

1,692室
32年 169,000円

2体用
12年 164,000円

700室
32年 338,000円

特殊壇
12年 238,000円～

31室
32年 586,000円～

1体用 5年 25,000円 676室

2体用 5年 50,000円 396室

特殊壇 5年 100,000円 32室

参拝室 1時間 500円

Information

日 日時　内 内容　費 費用
期 期間　対 対象　申 申込み
場 場所　定 定員　問 問合わせ

講座・催し物などで特に記載のないも
のは誰でも参加可（申込み不要）です。

お
知
ら
せ

健診日時 予約
受付期間 会場 健診項目 予約受付先

まちかど
健診

12月26日
(木)
13時～
15時30分

予約受付中～
定員に達し次第
終了

那覇市役所
本庁舎1階

（市民会議室）

特定健診
（40）
乳マ（20）

特定健診課
☎862-0564
平日
8時30分～
17時15分

集団
健診

12月14日
(土)
8時15分～
11時

インターネット：
11月1日（金）～
11月14日（木）

電話：
11月18日（月）～
11月20日（水）

沖縄産業
支援センター

特定健診
（120）
大腸（150）
胃（120）
肺（150）
子宮（120）
乳マ（40）

沖縄県健康
づくり財団
☎889-6452
平日
8時30分～12時／
13時～16時
インターネット：
www.ganjuu.
or.jp

検査日
11月 場　所

6日（水） なは市民協働プラザ

7日（木） 小禄支所

8日（金） 第一牧志公設市場

12日（火）のうれんプラザ

13日（水）首里公民館

14日（木）真和志支所

日程 会場・日時
11月6日

(水)
那覇市役所本庁舎
(１階 市民会議室)　
18時30分～20時　
※本庁舎地下駐車場は、 
　有料となります。

那覇市社会福祉協議会        
19時～20時30分

沖縄大学3号館101教室    
18時30分～20時

11月7日
(木)

首里公民館 １階ホール
19時～20時30分

仲井真中学校 視聴覚室
19時～20時30分

住民票とマイナンバーカードに旧氏
（旧姓）併記ができるようになります

11月5日（火）から住民票に、氏名とは別に旧氏を記載
することができるようになります。婚姻などで氏に変更
があった場合でも、旧氏を住民票に記載した上でマイ
ナンバーカードなどに記載し、公証することができるよ
うになります。住民票に旧氏を記載するためには、請求
手続きが必要です。

【制度概要】
○旧氏を初めて記載する際には、戸籍謄本などに記載されている過去

の氏から一つを選択し記載することができます。
○住民票に旧氏を記載している場合、マイナンバーカードなどにも旧

氏の記載が必須となります。住民票に旧氏を記載していない場合、
マイナンバーカードなどに旧氏を記載することはできません。

○届出により旧氏を削除することも可能です。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

【受付窓口】
本庁舎ハイサイ市民課、各支所（首里、真和志、小禄）

【必要書類】
・戸籍謄抄本など（希望する旧氏の記載がある戸籍ま
たは除かれた戸籍から、現在の戸籍に繋がるまでの
関係する全ての戸籍謄抄本および除籍謄抄本）

・本人確認書類（運転免許証など）
・印鑑
・マイナンバーカード（お持ちのひと）または通知カード

【お問い合わせ】
ハイサイ市民課☎８６２－３２７４

合
葬
式
墓
地

合
葬
用
納
骨
室

短
期
収
蔵

納
骨
室

合
葬
室

2019年（令和元年）11月 4




